
 
 

３）報告 （米屋倍夫氏／元化学会社技術担当役員） 三重県の一般廃棄物処理の問題点

と課題 
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４）報告Ⅱ （大久保規子氏／大阪大学教授） 廃棄物法制の課題――不法投棄対策を中心

として 

 
１ 不法投棄の現状と原因 
 
 (1)不法投棄の現状 
  ①不法投棄件数・量／年＝1,000 件前後（40 万ｔ） 
    ②大規模事件の発覚 
    ③実行者の８割（量）が許可業者（2003年度） 
    ④依然多い建設廃棄物 
    ⑤支障除去の着手は 70％前後 
     
 (2)不法投棄の原因 
  ①処理費用の削減，②処理施設の不足，③廃棄物処理制度に関する認識不足， 
  ④分別・選別作業の手間の問題  
 
 (3)なぜ対策が困難なのか 
    ①原因者が不明 
    ②不法投棄か否かがわかりにくい 
    ③資金不足 
     
２ 国による対策 
 
 (1)相次ぐ廃棄物処理法の改正（03-05 年度） 
  ①調査権の拡大（疑いのある物も），未遂罪の創設等 
  ②国の役割強化，硫酸ピッチ対策，罰則強化等 
  ③許可制度の厳格化 
  
 (2)産廃特措法の制定 
  ・1997 年以前の不法投棄の原状回復補助 
 
 (3)不法投棄撲滅ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの策定（04 年）  
  ・行政処分の徹底，事業者の評価基準の策定等 
 
３ 早期発見・早期対応 
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 (1)自治体による自社処分・保管規制の導入 
 
 (2)許可施設に対するコントロールの強化 
 
４ 対応の厳格化 
 
 (1)義務者の拡大 
  ・土地所有者等 
 
 (2)法規制の厳格運用 
  ・点数制による予測・適用可能性の改善等 
 
 (3)原状回復資金の確保 
  ・自治体による基金，保証金制度の導入 
 
５ 優良事業者の育成  
 
 (1)表彰制度 
  ・導入の容易性と，基準・効果測定等の困難性 
 
 (2)協定制度（法令以上の取組み） 
  ・柔軟性・汎用性と実効性 
 
 (3)事業者の格付け制度 
  ・評価基準の合理性と担保措置 
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５）パネル討論（司会・山下英俊氏／一橋大学講師） 

 
廃棄物法制と不法投棄・溶融炉問題（礒野弥生氏／東京経済大学教授） 
 
１ はじめに 
 ここでは、今、四日市の廃棄物問題として愁眉の課題である、不法投棄問題と一般廃棄

物処理施設の設置問題の２つの点について、法の観点から以下のような話題を取り上げた

い。 
①不法投棄をなぜ防止できないのか 
②今後不法投棄をさせないために何が必要か。 
③不法投棄の山の除去の課題 
④一般廃棄物処理施設設置を巡る問題と法的な課題 
 
なお、①②は、③の責任問題を考える上で必要だと考える。 
 
２ 不法投棄はなぜ防止できないか 
    ̶法制度とその執行からみてー 
（１）産廃不法投棄は誰の責任か。 
①排出者責任の不備と産廃事業者の責任 
 廃棄物処理法（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」）は、適正処理を確保するための

仕組みを定めた法である。産業廃棄物（以下、産廃とする。）については排出者の自己責任

による処理責任、一般廃棄物（以下、一廃とする。）については市町村の処理責任の適正な

履行を求める者である。 
 廃棄物処理法の制定当初の設計では、産業廃棄物処理の自己責任ということは、「廃棄物

の排出者との関係では行政が廃棄物処理の責任を負わない」というに等しかった。確かに

廃棄物処理施設や処理業についての規制があり、処理施設を設ける者については施設の届

け出をする必要があった。ただし、それも規模未満については裾きりが行われていて、届

け出すら行わなくてよかったのである。自らの施設で処理を使用とする場合には、ほとん

ど自由に行えたのであった。 
 廃棄物処理の流れからすると、その当時から、廃棄物は自ら処理するより、処理業者が

処理をする場合の方が多かった。同法では、それに対応していて、施設については届出制

をとっていたが、廃棄物処理業者については許可制とした。事業者を許可制としたという

ことで、許可処理業者であれば適正処理を行うはずであり、したがって廃棄物の発生者は

許可業者に委託すれば自己処理責任を果たしたことになるという図式であった。そのよう

な状況に置いては、廃棄物排出事業者は、処理すべき廃棄物が産廃か一廃かを特定するこ

とが主な責任となる。 
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 51年改正で委託基準を定めたものの、適正処理責任は、もっぱら廃棄物処理事業者の責
任であり、廃棄物行政も排出者の実態については、計画を定める時に把握する程度で、そ

の実態をつかんでいなかった。そして、廃棄物処理法は、実質的に適正処理を確保できず、

違法操業、不法投棄が絶えないために、この 10 年、改正が続けられ、施設設置の届出制
から許可制への変更、許可への更新制度の導入、野焼き禁止等の規制強化、マニフェスト

システムの導入（1991年改正）と拡大（1997年、2000改正）、監視の強化、措置命令の
創設（1986年改正）と強化（改正ごと）、リサイクル制度の組み込み等の規制強化とリサ
イクルの容易化対策」が行われてきた。 
 ところで、廃棄物処理には次のような特徴がある。 
 廃棄物は、排出、収集運搬、中間処理、運搬、最終処分という過程を経て処理されてい

て、そのたびに取り扱う事業者が異なる。そして、工場から排出される廃棄物についても、

その種類によって、処理の仕方が異なり、そのルートも異なる。排出者自らが分別をして

処理別に収集業者に委託する場合もあるが、多くは収集運搬以下の川下の業者が行ってい

る。さらに、特別管理廃棄物である有害化学物質についての場合でさえも、特別管理廃棄

物であるということは明示されても内容物が何かを特定せずに収集運搬業者に渡してしま

う例が後をたたなかった。無害化処理を行う産廃事業者は、物質の特定から始めなければ

ならない状態であり、このような処理を引き受ける業者はごく少数であり、また処理費用

は安くない。 
 排出事業者が、これらの処理に見合う費用を支払い、かつ十分に監視をしていればとも

かく、処理を委託すれば責任を果たしたという体系のもとでは、収集運搬業者過当競争と

いう事情もあって、不法投棄や不適正処理が横行することは目に見えている。 
 許可制度は、許可要件が適正であり、その制度の履行確保が十分な場合には有効である。

だが、適正な執行に欠けるとかえって違法状態を追認することとなるという典型が、廃棄

物処理法である。 
②排出者責任への移行と製品製造者の責任 
 度重なる廃棄物処理法の改正、特にこの間、不法投棄対策をメインとした法改正が続き、

不法投棄を防止し、また不法投棄の原状回復を強化する施策が続けられている。たとえば、

排出者は、排出廃棄物について、マニフェストを用いて最終的に適正処分が行われたかを

監視するシステムを導入し、排出者の責任を明確にした。コンピュータへの報告制度を導

入して、排出と同時にその廃棄物の移動を報告されることで、行政にとっても不法投棄物

の確認作業を容易にすることとなった。しかし、これらは予防を容易にする制度ではない

ことを付言しておかなければならないし、排出者の原状回復責任がいまだ極めて限定的で

あることも将来に向けた課題である。 
 ところで、生産過程で産み出される不要物としての廃棄物については、排出者責任で対

応できるが、製品廃棄物になるとそれだけでは不十分である。現在、廃棄物処理法等では、

生産者に廃棄処理する場合の情報の提供を求めている。しかし、有害廃棄物の処理につい

100



 
 

て、廃棄物処理業者の技術的能力、処理業者については廃棄物の混合処理が認められてい

る以上、製品に有害物質が混入していても一括処理されてしまうために、適正処理が困難

となる。アスベストで判明したように、減容化のための破砕処理をするだけで有害物質は

飛び散り公害をもたらすおそれがある。 
 これらを防止するためには、製品そのものから変えていかざるをえない。環境基本法の

事業者の責務に従えば、廃棄物処理も、生産者の責任において行われる必要があり、その

制度設計が求められている。 
②収集運搬と不法投棄 
 不法投棄は、収集運搬業者の関与がなしにはありえない。収集運搬業者が適正処理処分

を行う事業所に搬入するか、それとも不適切な事業者に搬入するあるいは不適切な場所に

放置することになる。この段階での未然防止策も、収集運搬事業者についての許可制を設

けるということで対処している。他方で、最終処分先を排出事業者が探すということはき

わめて少なく、収集運搬業者が探す事例が多かった。 
 収集運搬による不法投棄の容易さは、廃棄物の移動に匿名性という特徴がある。運搬中

の監視が困難だったが、ようやく規則改正が行われて産業廃棄物の収集運搬車に係る表示

および書面備え付け義務が定められ、今年の４月から施行された。千葉県については、す

でに 2002年から施行された。 
 さらに、収集運搬業は、従業員１名、トラック１台という許可事業者も少なくなく、事

業者の監視はきわめて困難である。 
③不法投棄と最終処分業者 
 最終処分事業者が、許可施設で認められない廃棄物を搬入する例は後をたたない。現在、

搬入に関する書類は、関係人が閲覧をすることができるようになっていて、制度的には一

般の監視もまた可能となっている。書類の正確さが担保されて初めて、この制度が有効で

あるが、未だ最終処分場の不法投棄が続いているということは、行政による監視自身の問

題があるといえる。  
（２）都道府県の壁 
 一般廃棄物の処理については、事実上自区内処理原則が適用され、原則的には自区内で

処理されることとなっている。産業廃棄物の場合には、国は全国規模での移動が原則であ

るとし、実際全国的に移動している。特に首都圏、関西圏で排出される廃棄物の全国的な

移動は著しいものがある。青森岩手不法投棄事件の不法投棄物の多くは首都圏の廃棄物で

ある。 
 しかし、 廃棄物行政は、都道府県ごとに行われ、制度的には情報の共有も考えられて

いない。収集運搬業者については、積み卸しを行う自治体での許可を要するので、通過す

る自治体には収集運搬業者の情報はなく、また自己処理のための運搬についても許可がい

らないために情報がない。 
 実際上も、青森岩手不法投棄事件で明らかになったように、地理的な距離が離れたとこ
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ろでは、排出者に偏っている自治体と不法投棄される自治体間では情報の交換すら行われ

ていない。（首都圏の場合には情報交換および不法党機関誌についての協働事業も年に何度

か行われてはいる。近畿圏についても情報センターによって一定の情報の共有を行ってい

た。名古屋圏については、私が情報収集をしていないので不明。） 
 また、平成１２改正までは、１つの県で廃棄物処理法違反による有罪判決が出されても、

別の県での操業はそのまま認められるという状況が続いた。 
 産廃事業者は、全国展開をしていて、名古屋の事業者が首都圏の産廃を搬入するために

釧路に処分場を設置するなどということが行われている。 
 このような状況に対して、都道府県は、第１には外部地域からの廃棄物搬入を出来る限

り抑制するための防御手段を講じた。しかし、広域にわたる共同は弱かった。東北３県に

よる廃棄物税に関する共通条例など協働も進みつつあるが、廃棄物排出事業者を主とする

自治体と受入自治体の協働については、未だに不十分である。 
（３）自治体の壁 
 不法投棄については、先に述べたように法律自体の不備があり、改正に次ぐ改正が続い

ている。が、同時に、産業廃棄物行政の権限を執行する都道府県行政庁についても、大い

に問題があった。 
 （２）③に述べたとおり、監視が十分に行われていない。特に住民からの通報があって

も、比例原則や法の不備を理由として、それに適切に対応していないことは、豊島事件や

青森岩手不法投棄事件の行政の対応についての解明でも明らかになった。住民の健康と営

業の自由の利益考量において、常に影響の自由の保護という名の既得権益の保護を重視し

た法の運用に誤りがあったといえる。もっとも、許可制度の運用にあたって、国は警察許

可であり、自由権の最低限規制であるという考え方を示してきたところに、その根源的な

原因があると見てもよい。 
 いわゆる「おから事件」最高裁判決で、廃棄物の定義についての行政の裁量のかなり大

幅に認めていて、廃棄物行政に囲い込むが、実際の規制行政では抑制的である。このよう

な運用が不法投棄を拡大したことは間違いない。 
  
２ 不法投棄をさせないために 
（１） 拡大生産者責任と排出者責任の強化 
①情報公開責任 
 現在の廃棄物処理の実態からすると廃棄物の移動状況が公的な機関に逐次 
握されていることが必要である。これについては、営業の自由や企業秘密の保護から消極

論がある。しかし、それぞれが自己責任で適正にコントロールできていればとにかく、人

の生命・健康あるいは生活環境への著しい被害を及ぼす可能性が顕著な事態が各地で生じ

ている以上、営業の自由や企業秘密の保護という保護法益を勘案しても、詳細情報の行政

による確保とその公開は十分認められてしかるべきであろう。 

102



 
 

②排出者責任 
 排出者による原状回復責任の強化が必要である。そのためには、排出者の基金制度への

拠出の義務化を図る必要がある。 
③拡大生産者責任 
 さらに、リサイクルばかりでなく廃棄物行政に置いても、製品の生産者の廃棄物処理責

任と出来る限りの回収責任を軸とした制度設計でなければ、不法投棄の予防や原状回復に

ついての責任構造に不備があるといえる（詳細は省略。） 
（２） 環境衛生指導員制度の充実 
 現行制度では、廃棄物行政が脆弱である。しかも、担当職員は移動で代わる。 
 廃棄物の不法投棄が巧妙になっていることを考えると、廃棄物行政のエキスパートなし

には不法投棄の防止は困難であり、不法投棄がなされた場合の責任追及も難しい。そして、

これらエキスパートの自治体を超える情報交換が行える仕組みもまた重要である。 
（３）広域連携 
 その必要性は前述したので省略するが、国と自治体の役割分担あるいは自治体の国に対

する権利について、具体的な事案の検証によって再構築する必要がある。 
（４）計画的規制行政と事後評価制度の充実 
（５）廃棄物行政への市町村参加と住民参加の充実 
  （４）（５）については、別途検討する必要がある。 
（６）廃棄物処理の公共事業的側面をどのように理解するか。 
 この観点から、整理をし直す必要がある。 
 
４ 不法投棄の原状回復に向けて 
 ３のように、これから不法投棄させないための制度の整備が大事だが、同時に、不法投

棄の山の原状回復はより差し迫った問題である。 
 不法投棄に原状回復については、まず、行政庁が不法投棄を行った者が特定された場合

には同者に措置命令を出し、原状回復させる。そして、なお、それに従わなかった場合に

は、都道府県等が代執行をし、その費用を不法投棄者に請求をする。これが原則的な仕組

みである。 
 しかし、不法投棄の場合には、監視コストがかかるために監視が行き届かず、原因者の

特定が困難で、あらゆる谷筋や砂利穴等が不法投棄物で埋まったまま放置されてきたのが

現状である。 
 他方で、今回の豊島をはじめとして、四日市、岐阜等の例のように、巨大な不法投棄の

場合には、不法投棄させた直接の原因者は廃棄物処分業者であることが明らかであっても、

行政庁が廃棄物処分業者の操業状態を適切に監視せずに不法投棄の事実を、故意又は過失

により見逃している。青森岩手県境不法投棄事件の検証報告書で明らかなように、住民か

らの情報と調査の申立がなされているにもかかわらず無視されているために、必要な監視
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や調査が行われず、不法投棄が巨大化し、直接の原因者（最終処分者と搬入者）に措置さ

せようにもさせられなくなる状態となっている。 
 2000年改正によりようやく、原因者が特定できない場合には、排出者が責任の範囲で措
置命令の対象となるようになったが、不法投棄物全体の撤去については、いずれの場合に

おいても、都道府県等が原状回復をせざるを得ず、その費用がまかなえなえず、さらにそ

のまま放置されるという状態が続いている。 
 他方で、廃棄物処理法平成９年改正では、不法投棄の原状回復が急務であることを認識

して、排出事業者からの拠出による基金制度（適正処理推進センター：財団法人 産業廃棄
物処理事業振興財団に置く。）を創設し、その資金が導入されることとなった（法 13条の
12から 15）。1998年前の不法投棄については、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等
に関する特別措置法」（産廃特措法、2003年）が制定され、国の資金を導入して原状回復
事業が行われることとなった。 
 四日市の場合には、上の点から産廃特措法の適用を受けることができる。同法では、都

道府県等は基本方針に従って、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計

画」を策定して、国の承認を得る必要がある。 
（２）問題点と考え方  
A 費用の負担者 
 県が不法投棄を容認してきたことについての責任がある。その観点から費用を負担すべ

き責任は否定しがたい。しかし、このような事態を招いたのは、法律の不備と国の法律の

運用指針の不備もある。排出者を主とする自治体と廃棄物受入自治体の分断という廃棄物

受入ないし不法投棄をされやすい自治体にとって、その未然防止を困難とする仕組みが放

置されてきたということを考えるならば、行政上の費用負担責任として、少なくとも不法

投棄処理責任自治体が費用負担すべき割合は多くないと見るべきである。 
 基金が全面的に費用負担することが原則である。 
B  支障の除去の考え方 
  特措法では、都道府県等は特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計

画を策定（法４条１項）して、その計画を執行することで原状回復を図る。そのときに、

支障の除去とは、「特定産業廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防

止」（法２条２項）であると定めている。 
 そこで、原状回復というよりも、生活環境に影響を及ぼさない範囲で廃棄物を除去をし

て蓋をする、あるいは壁をつくるということで、対策を終了する可能性がある。大規模不

法投棄の場合には、不法投棄物を除去しても、土地の形状、生態系等が全く変化してしま

っていて、その自然再生があって初めて原状回復であると考えられる。 
 したがって、計画についても、費用についても、その点まで含めて考えるべきである。 
C 行政の責任の明確化 
 青森岩手不法投棄事件で行われたように、行政の責任を明確にすることが必要であり、
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その場合に関係住民がその評価に携わる必要がある。 
D 排出者責任の追及  
 特措法の基本方針でも、排出者の発見とその責任追及が掲げられている。しかし、その

費用は除去責任を有する自治体の費用で行うこととなっている。 
 責任の追及は必要だが、排出者自治体の責任、あるいは排出者責任を明確にしてこなか

った法律（国）の責任を考えるならば、その費用をかかる自治体が費用負担することは適

当でない。ＰＰＰ原則からすれば、それを怠った排出者もまた、その費用の一端を負担す

る責任があるといえよう。 
 
５ 石綿処理と一般廃棄物の溶融炉 
 本シンポジウムの趣旨からすると、この論点をより詳細に論じる必要があるが、溶融炉

問題は、直接には、技術的な論点が多いので、タイトルの観点から問題の性質について言

及するにとどめたい。 
 石綿の処理をどのように行っていくかについては、今後主要な問題であるとともに、一

廃処理問題としても深刻な問題を引き起こすと考えられる。健在としての吹きつけ等につ

いては産廃処理となるが、微量で石綿が混入されている製品については、一廃として処理

されるものが数多く出てくると思われる。 
 ところで、現在の国の処理方針の１つとして、溶融が考えられている。産廃として処理

されているものの溶融処理が中心と考えられるが、微量に混入している製品の場合の処理

が問題となり、破砕せずに埋める以外の処理を必要とすると考える場合には、溶融処理が

浮上すると思われる。 
  そこで、一般廃棄物処理について、国の方針と相まって、溶融炉が導入されるケース

が増加しているが、石綿問題がこれを加速させることが危惧される。 
溶融炉促進の問題とともに、これにより廃棄処理についての拡大生産者責任を回避するこ

とにつながるおそれがある。 
 第２に、一般廃棄物としての石綿が溶融処理されることで、現在でも一般廃棄物の炉で

産廃の処理を行うことが進められているが、石綿の溶融処理が決定されれば、それが促進

されないか。その場合には、前処理と運搬による被害と溶融炉所在地の周辺でどのように

なるかも併せて考える必要が出てくるのでは内だろうか。 
 溶融炉問題は、廃棄物の分別処理ではなく、混合処理を促進する傾向にあり、この観点

からの議論をしておくことが必要だと考える。 
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